
省

令

行
政
書
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

行
政
書
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
総
理
府
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
十
二
条

行
政
書
士
が
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に

該
当
す
る
場
合
に
は
そ
の
者
、
第
三
号
に
該
当
す

る
場
合
に
は
そ
の
者
の
四
親
等
内
の
親
族
又
は
そ

の
者
と
世
帯
を
同
じ
く
し
て
い
た
者
は
、
遅
滞
な

く
、
そ
の
旨
を
、
当
該
行
政
書
士
の
事
務
所
の
所

在
地
の
属
す
る
都
道
府
県
の
区
域
に
設
立
さ
れ
て

い
る
行
政
書
士
会
を
経
由
し
て
、
日
本
行
政
書
士

会
連
合
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

﹇
同
上
﹈

一

法
第
二
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、

第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

一

法
第
二
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、

第
七
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

﹇
二
・
三

略
﹈

﹇
二
・
三

同
上
﹈

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
二
条
の
二

法
第
十
三
条
の
六
の
総
務
省
令
で

定
め
る
業
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一

出
入
国
関
係
申
請
取
次
業
務
（
出
入
国
管
理

及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三

百
十
九
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条

第
二
項
、
第
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条

の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
の
十

二
第
一
項
、
第
十
九
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第

三
項
、
第
二
十
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二

項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
二

第
二
項
（
第
二
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
請
、
同
法
第
十
九
条
の
十
第

第
十
二
条
の
二

法
第
十
三
条
の
六
の
総
務
省
令
で

定
め
る
業
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一

出
入
国
関
係
申
請
取
次
業
務
（
出
入
国
管
理

及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三

百
十
九
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条

第
二
項
、
第
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条

の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
の
十

二
第
一
項
、
第
十
九
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第

三
項
、
第
二
十
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二

項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
二

第
二
項
（
第
二
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
請
、
同
法
第
十
九
条
の
十
第

二

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及

び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
三
号

に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
事
業
（
そ
の
事
業
を

行
お
う
と
す
る
行
政
書
士
法
人
が
同
法
第
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
て
行
う
も
の

二

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及

び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
事
業

（
そ
の
事
業
を
行
お
う
と
す
る
行
政
書
士
法
人

が
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
を
受

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
並
び
に
同
法
第
十
九

条
の
十
第
二
項
（
第
十
九
条
の
十
一
第
三
項
、

第
十
九
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
十
九
条
の
十

三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）、
第
二
十
条
第
四
項
第
一
号
（
第
二
十
一

条
第
四
項
及
び
第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
（
第

二
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第

二
十
二
条
第
三
項
（
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項

（
第
二
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）、
第
五
十
条
第
三
項
及
び
第
六
十
一
条
の

二
の
二
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ

れ
る
在
留
カ
ー
ド
の
受
領
に
係
る
業
務
、
日
本

国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離

脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法

（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
十
二
条
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
三
条
第
一
項
並
び
に

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

申
請
、
同
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
並
び
に
同
法
第
十
一
条
第
二
項
（
第
十
二

条
第
三
項
、
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の

規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
特
別
永
住
者
証
明
書

の
受
領
に
係
る
業
務
並
び
に
出
入
国
管
理
及
び

難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基

づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国

管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）

附
則
第
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
八
条
第
三
項

及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

並
び
に
同
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
、
第
二
十

七
条
第
五
項
、
第
二
十
八
条
第
四
項
及
び
第
二

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
在

留
カ
ー
ド
又
は
特
別
永
住
者
証
明
書
の
受
領
に

係
る
業
務
を
い
う
。）

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
並
び
に
同
法
第
十
九

条
の
十
第
二
項
（
第
十
九
条
の
十
一
第
三
項
、

第
十
九
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
十
九
条
の
十

三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）、
第
二
十
条
第
四
項
第
一
号
（
第
二
十
一

条
第
四
項
及
び
第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
二
十
二
条

第
三
項
（
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
五
十
条
第
三
項

及
び
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
三
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
在
留
カ
ー
ド
の
受
領

に
係
る
業
務
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ

き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管

理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十

三
条
第
一
項
並
び
に
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
同
法
第
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
並
び
に
同
法
第
十
一

条
第
二
項
（
第
十
二
条
第
三
項
、
第
十
三
条
第

二
項
及
び
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る

特
別
永
住
者
証
明
書
の
受
領
に
係
る
業
務
並
び

に
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国

と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱

し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年

法
律
第
七
十
九
号
）
附
則
第
十
六
条
第
一
項
、

第
二
十
八
条
第
三
項
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
請
並
び
に
同
法
附
則
第
十
六

条
第
三
項
、
第
二
十
七
条
第
五
項
、
第
二
十
八

条
第
四
項
及
び
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
交
付
さ
れ
る
在
留
カ
ー
ド
又
は
特
別
永
住

者
証
明
書
の
受
領
に
係
る
業
務
を
い
う
。）

令和年月日 火曜日 第号官 報
〇
総
務
省
令
第
五
十
八
号

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、並
び
に
行
政
書
士
法（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
十
三
条
の
六
、
第
十
三
条
の
二
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
（
平
成
十
七

年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
六
百
五
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
六
百
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
行
政
書
士
法

第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
書
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
六
月
一
日

総
務
大
臣

武
田

良
太





﹇
三
・
四

略
﹈

﹇
三
・
四

同
上
﹈

で
あ
つ
て
、
当
該
行
政
書
士
法
人
の
使
用
人
で

あ
る
行
政
書
士
が
労
働
者
派
遣
（
同
法
第
二
条

第
一
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
を
い
う
。）の

対
象
と
な
り
、
か
つ
、
派
遣
先
（
同
法
第
二
条

第
四
号
に
規
定
す
る
派
遣
先
を
い
う
。）が
行
政

書
士
又
は
行
政
書
士
法
人
で
あ
る
も
の
に
限

る
。）

け
、
又
は
同
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

届
出
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も

の
で
あ
つ
て
、
当
該
行
政
書
士
法
人
の
使
用
人

で
あ
る
行
政
書
士
が
労
働
者
派
遣
（
同
法
第
二

条
第
一
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
を
い
う
。）

の
対
象
と
な
り
、
か
つ
、
派
遣
先
（
同
法
第
三

十
一
条
に
規
定
す
る
派
遣
先
を
い
う
。）が
行
政

書
士
又
は
行
政
書
士
法
人
で
あ
る
も
の
に
限

る
。）

（
財
産
目
録
）

（
財
産
目
録
）

第
十
二
条
の
二
の
五

﹇
略
﹈

第
十
二
条
の
二
の
五

﹇
同
上
﹈

２

財
産
目
録
に
計
上
す
べ
き
財
産
に
つ
い
て
は
、

そ
の
処
分
価
格
を
付
す
こ
と
が
困
難
な
場
合
を
除

き
、
法
第
十
三
条
の
十
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
に
お
け
る
処

分
価
格
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
会
計
帳
簿
に
つ
い
て
は
、
財
産
目
録

に
付
さ
れ
た
価
格
を
取
得
価
額
と
み
な
す
。

２

財
産
目
録
に
計
上
す
べ
き
財
産
に
つ
い
て
は
、

そ
の
処
分
価
格
を
付
す
こ
と
が
困
難
な
場
合
を
除

き
、
法
第
十
三
条
の
十
九
第
一
項
各
号
又
は
第
二

項
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日

に
お
け
る
処
分
価
格
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
会
計
帳
簿
に
つ
い
て

は
、
財
産
目
録
に
付
さ
れ
た
価
格
を
取
得
価
額
と

み
な
す
。

﹇
３

略
﹈

﹇
３

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
六
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
登
記
申
請
書
の
添
付
書
面
）

（
登
記
申
請
書
の
添
付
書
面
）

第
十
三
条

﹇
略
﹈

一

令
第
八
条
第
一
号
の
申
請
人
が
登
記
さ
れ
た

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
法
人
の
代
表
者
の

資
格
を
証
す
る
登
記
事
項
証
明
書
（
商
業
登
記

第
十
三
条

﹇
同
上
﹈

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第

十
条
第
一
項
（
他
の
法
令
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
登
記
事
項
証
明
書

を
い
う
。
次
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
二
十
二

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。）

二

動
産
譲
渡
登
記
又
は
債
権
譲
渡
登
記
等
（
令

第
四
条
第
一
項
の
債
権
譲
渡
登
記
等
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）の
申
請
を
す
る
と
き
は
、
登
記
事

項
証
明
書
そ
の
他
の
譲
受
人
又
は
質
権
者
の
住

所
又
は
本
店
等
を
証
す
る
書
面

一

動
産
譲
渡
登
記
又
は
債
権
譲
渡
登
記
等
（
令

第
四
条
第
一
項
の
債
権
譲
渡
登
記
等
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）の
申
請
を
す
る
と
き
は
、
譲
受
人

又
は
質
権
者
の
住
所
又
は
本
店
等
を
証
す
る
書

面

三

﹇
略
﹈

二

﹇
同
上
﹈

四

抹
消
登
記
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、
譲
受
人

又
は
質
権
者
の
印
鑑
の
証
明
書
で
あ
っ
て
市
町

村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
、
地

方
自
治
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市

に
あ
っ
て
は
、
市
長
又
は
区
長
若
し
く
は
総
合

区
長
と
す
る
。
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に

お
い
て
同
じ
。）の
作
成
し
た
も
の
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
代
表
者
の
印
鑑
の
証
明
書
で
あ
っ

て
登
記
所
が
作
成
し
た
も
の
）

三

抹
消
登
記
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、
譲
受
人

又
は
質
権
者
の
印
鑑
の
証
明
書
で
あ
っ
て
市
町

村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
、
地

方
自
治
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市

に
あ
っ
て
は
、
市
長
又
は
区
長
若
し
く
は
総
合

区
長
と
す
る
。
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に

お
い
て
同
じ
。）の
作
成
し
た
も
の
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
代
表
者
の
印
鑑
の
証
明
書
で
あ
っ

て
登
記
所
が
作
成
し
た
も
の
）

五

延
長
登
記
等
（
令
第
七
条
第
一
項
の
延
長
登

記
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
申
請
を
す
る
場

合
に
お
い
て
、
譲
渡
人
、
譲
受
人
、
質
権
設
定

者
又
は
質
権
者
の
表
示
が
動
産
譲
渡
登
記
フ
ァ

イ
ル
又
は
債
権
譲
渡
登
記
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ

れ
た
表
示
と
異
な
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明

書
そ
の
他
の
そ
の
変
更
を
証
す
る
書
面

四

延
長
登
記
等
（
令
第
七
条
第
一
項
の
延
長
登

記
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
申
請
を
す
る
場

合
に
お
い
て
、
譲
渡
人
、
譲
受
人
、
質
権
設
定

者
又
は
質
権
者
の
表
示
が
動
産
譲
渡
登
記
フ
ァ

イ
ル
又
は
債
権
譲
渡
登
記
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ

れ
た
表
示
と
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
変
更
を
証

す
る
書
面

２

登
記
申
請
書
に
執
行
力
の
あ
る
判
決
の
正
本
又

は
謄
本
を
添
付
し
た
と
き
は
、
前
項
第
三
号
又
は

第
四
号
の
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

登
記
申
請
書
に
執
行
力
の
あ
る
判
決
の
正
本
又

は
謄
本
を
添
付
し
た
と
き
は
、
前
項
第
二
号
又
は

第
三
号
の
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３

令
第
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
書
面
（
登
記
さ
れ

て
い
な
い
法
人
の
代
表
者
の
資
格
を
証
す
る
書
面

に
限
る
。）若
し
く
は
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面

で
官
庁
若
し
く
は
公
署
の
作
成
し
た
も
の
又
は
第

一
項
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ

る
書
面
は
、
そ
の
作
成
後
三
月
以
内
の
も
の
に
限

る
。

３

令
第
八
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る

書
面
で
官
庁
若
し
く
は
公
署
の
作
成
し
た
も
の
又

は
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
書

面
は
、
そ
の
作
成
後
三
月
以
内
の
も
の
に
限
る
。

令和年月日 火曜日 第号官 報
〇
法
務
省
令
第
三
十
二
号

動
産
・
債
権
譲
渡
登
記
令
（
平
成
十
年
政
令
第
二
百
九
十
六
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
動
産
・
債
権
譲

渡
登
記
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
六
月
一
日

法
務
大
臣

上
川

陽
子

動
産
・
債
権
譲
渡
登
記
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

動
産
・
債
権
譲
渡
登
記
規
則
（
平
成
十
年
法
務
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対

応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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